
 

別記第１号様式（第７関係） 

 

会  議  録 

附属機関又は 

会議体の名称 
令和７年度 第 2回豊島区新型インフルエンザ等対策推進協議会 

事務局（担当課） 保健予防課 

開   催   日   時 令和７年 11 月 7日（金）午後 7時 30 分～午後 8 時 30 分 

開   催   場   所 池袋保健所 講堂 

議      題 

１．委員紹介 

（１）保健所長あいさつ 

２．議事 

（１）計画策定スケジュールの変更について 

（２）豊島区新型インフルエンザ等対策行動計画の素案について 

（３）最近の感染症発生の動向について 

（４）その他（掲載コラム項目について他） 

３．閉会のあいさつ 

 

公開の

可否 

会  議 
☑公開 □非公開 □一部非公開    傍聴人数 ０人 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

会 議 録 
☑公開 □非公開 □一部非公開 

非公開・一部非公開の場合は、その理由 

 

出席者 

 

委 員 
藤ヶ﨑浩人、西田賢司、吉田裕志、内水浩貴、杉田依里、黒田亘一朗、

伊原孝子、平井菜穂子、寺西新 

理  事 

豊島消防署警防課係長（代理）、池袋消防署警防課係長（代理）、危機

管理担当課長、健康部長、生活衛生課長、健康推進課長、長崎健康相

談所長、保健予防課長 

 

 

 

 



 

審 議 経 過      

１．委員紹介 

（１）保健所長あいさつ 

（２）資料の確認 

２．議事 

（１）計画策定スケジュールの変更について 

資料１ 新型インフルエンザ等対策行動計画策定スケジュール（変更後） 

 

区  （防災危機管理課より資料について説明） 

 

（２）豊島区新型インフルエンザ等対策行動計画の素案について 

   資料２－１ 豊島区新型インフルエンザ等対策行動計画（素案） 

   資料２－２ 主な修正箇所 

 

区  （保健予防課長より資料について説明） 

 

区  素案の分量が多いので 3つのパートに区切ってご意見を伺いたいと思います。まず、

第 1 部基本的な考え方から第 2部第 1 章実施体制、第 2章情報収集・分析、第 3 章サ

ーベイランスについて、ご質問やご意見はありますか。 

   第 3章のサーベイランスについて、医師会からご意見はございませんか。 

 

委員 特にありません。 

 

区   次に第 2部 4 章情報提供・共有、リスクコミュニケーション、第 5 章水際対策、第

6 章まん延防止、第 7 章予防接種（ワクチン）について、ご意見やご質問はあります

か。ここは、皆様の意見を反映させた箇所でもありますし、新型コロナの時はワクチ

ン接種や PCR 検査等、四師会の皆さんに特にご協力いただいたかと思います。 

 

区   次に第 2 部第 8章医療、第 9 章治療薬・治療法、第 10章検査、第 11 章保健、第 12

章物資、第 13 章住民の生活及び地域経済の安定の確保、第 3 部区の危機管理体制に

ついて、ご意見やご質問はありますか。 

 

委員  パンデミックになればインフルエンザに関わらず、この計画をフレームとして対応

するということですよね。感染症は一定の期間で発生するので、感染症指定医療機関

としては全面的に協力をさせていただきます。計画の中で気になったのが、いろいろ



 

なところに人員の確保について記載があるが、有事の際にどのようにしてどこから人

員を確保するのかということです。 

 

区  新型コロナの時は、各区様々な方法で人員を集めました。新型コロナ前の新型インフ

ルエンザ等対策特別措置法では対応しきれず、経済に対する影響も大きかったと思い

ます。計画に全て記載があるわけではないが、本協議会のような場所で皆様と連携し、

知恵を絞っていくしかないと思っています。実際、医療職の人材不足は社会問題化し

ています。 

 

委員 都立病院は経営改善が求められており、病床数や人件費など様々な問題があります。

余裕がない状態で感染症が発生した時にどうすればいいか、国や都の対応について少

し書いていただけると良いと思います。 

 

区  新型コロナでは、医療法を様々な解釈で使用してきました。医師会から何かご意見あ

りますか。 

 

委員 医師会としては、ある程度指示された動きの中で協力する形になるので、医師会が考

えて主導するというよりは、国、都、区の指示のもと動くことになると思います。 

 

区  協定を締結していただいた医療機関の中で、都が指揮を執るという事になるのだと思

います。事務局から何かありますか。 

 

区  前回策定した行動計画の時は、指定医療機関がまず対応する体制だったが、今回、感

染症法が改正されて、協定を締結した医療機関で対応することとなり、医療機関の確

保が進んでいます。それが実際に、どの程度機能するのかは分からないが、協定締結

医療機関の数等については後程説明させていただきます。 

 

区  第 11 章保健の部分について、看護師会から何かご意見はありますか。 

 

委員 災害時と同じように、看護師に関してもどの医療機関に配置するか等について、協定

を締結し考えていかなければいけないと思います。私の病院では、提携している施設

と感染症対策のセミナーを開催することとなっているので、施設の医療職とも協力し

ていきたいと思います。 

 

（３）最近の感染症発生の動向について 

   資料３ 最近の感染症発生の動向について 



 

 

区  （事務局より資料について説明） 

 

区  SFTS（重症熱性血小板減少症候群）は韓国や日本でも多いですが、ヒトからヒトへ感

染するので非常に注意が必要です。何かご意見やご質問はありますか。 

 

（４）その他（掲載コラム項目について他） 

資料４ 掲載コラム項目について 

参考資料 東京都感染症対策連携協議会より資料を一部抜粋・追記他 

 

区  （保健予防課長より資料について説明） 

 

区  豊島区だけでは完結できることではないので、各機関と連携して進めて行ければと思

っております。全体を通して、ご意見ご質問はありますか。 

それでは本日は以上となります。ありがとうございました。 

３.閉会のあいさつ 

 

 

  

提出された

資料等 

資料１  新型インフルエンザ等対策行動計画策定スケジュール（変更後） 

資料２－１豊島区新型インフルエンザ等対策行動計画（素案） 

資料２－２主な修正箇所 

資料３  最近の感染症発生の動向について 

資料４  掲載コラム項目について 

参考資料 東京都感染症対策連携協議会より資料を一部抜粋・追記他 


